
無電柱化の現状と課題

１．無電柱化の整備状況

２．過去の計画と整備量

３．無電柱化手法の変遷
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１．無電柱化の整備状況（１／２）（都道府県）

1

・東京、大阪、兵庫等の大都市部で比較的整備が進んでいるが、最も無電
柱化率が高い東京都でも、無電柱化されている道路は５％弱である。

＊ 全道路(高速自動車国道及び高速道路会社管理道路を除く)のうち、電柱、電線類のない延長の割合（Ｈ25年度末）で各道路管理者より聞き取りをしたもの
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2

・政令市等でも無電柱化は進んでおらず、無電柱化率が５％を超えているの
は、東京２３区、大阪市及び名古屋市のみである。

＊ 全道路(高速自動車国道及び高速道路会社管理道路を除く)のうち、電柱、電線類のない延長の割合（Ｈ25年度末）で各道路管理者より聞き取りをしたもの

１．無電柱化の整備状況（２／２）（特別区、政令市）



1．報告事項

（１）無電柱化に関する現状（過去の計画と整備量）

3

・１年あたりの整備延長は平成１０年代後半をピークに減少

S61～H2 H3～ H6 H7～H10 H11～H15 H16～H20 H21～

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,400km

実績整備延長
約2,100km

実績整備延長
約2,200km

実績整備延長
約1,300km

※平成24年度末時点

平均整備延長
[200km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[350km/年]

平均整備延長
[420km/年]

平均整備延長
[325km/年]

平均整備延長
[440km/年]

第一期
計画

第二期
計画

第三期
計画

第四期
計画

第五期
計画 無電柱化

に係る
ガイド
ライン

【年度毎の無電柱化延長】

整備延長
（km/年）

400

200

100

300

２．過去の計画と整備量



狭い

広い

電力・通信の需要

歩道幅員

3.5ｍ

大規模商業系地域商業系地域住居系地域

2.5ｍ

4.5ｍ

小 大

・歩道幅員が広く、電力や通信の需要が大きい地域を想定した手法から徐々にコ
ンパクト化

電力管 通信管

電力管 通信管

電力線 通信線

・コンパクト化
・各管路の中にケ
ーブルを敷設

・よりコンパクト化 S61～
H7～H11～

電線共同溝 電線共同溝 キャブシステム

※cable box system

・歩道下のボックス
にまとめて収納

民地民地

直接埋設※ 小型ﾎﾞｯｸｽ※or

３．無電柱化手法の変遷

※検討中方式

※この他の手法として、 軒下配線方式、裏配線方式についても実施している。 4


